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［序］概説 

１. はじめに 

国土交通省公共測量作業規程（平成 14 年３月 20 日国土交通大臣承認）では、「写真図作成と

は、空中写真を正射変換した後、必要に応じてモザイクし、等高線、注記等を表示することによ

り、写真図を作成する作業をいう。」と規定している。 
現在、写真図の作成は、測量作業の IT 化の進展とともに、ディジタル技術が導入され、使用

する機器や作業方法が大きく変更されているのが実態である。このため、国土交通省公共測量作

業規程に基づく写真図作成の例は、きわめて限定的なものとなっている。 
一方、近年実際に行われているディジタル技術による写真図の作成は、使用する機器メーカー

ごとの仕様、作業機関ごとの作業要領に基づいて行われており、統一的な仕様に基づいた作業は

実施されていない。したがって、作成された測量成果の品質についての一般的な規格や基準がな

いのが現状である。 
ディジタルオルソ作成の公共測量作業マニュアル（以下、「本マニュアル」という。）は、これ

らの状況を踏まえ、数値化した空中写真から正射変換処理したディジタル画像を作成する作業方

法を「ディジタルオルソ作成」として位置づけ、標準的な作業方法と測量成果の品質基準を明示

し、公共測量におけるディジタルオルソ作成の効率的な実施と利用促進を図ることを目的として

とりまとめたものである。 

 
 
２. ディジタルオルソとは 

 写真図が、トポカルトオルソフォト、オルソプロジェクターGZ-1、アビオプラン OR-1 等の正

射投影機を用いて機械的に空中写真を正射投影に変換してフィルムや印画紙に焼き付けたもので

あるのに対し、ディジタルオルソは、数値化した空中写真の各画素を外部標定要素と数値地形モ

デルを用いて正射影の位置に再配列したディジタル画像である。この再配列を正射変換といい、

空中写真の中心投影や標高による水平位置のずれを数値地形モデルを用いて取り除いている。 
図 1 は、中心投影である空中写真（左）とその空中写真を正射変換したディジタルオルソ（右）

である。空中写真（左）ではダム湖を取り囲む周囲の山が、ディジタルオルソではダム湖（写真

主点）に近づき、その結果、ディジタルオルソの端では画像のない黒い部分が生じている。 
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図 1 空中写真（左）とディジタルオルソ（右） 

ディジタルオルソや写真図は、被写体から反射された光がレンズ中心を直進して投影された中

心投影（図 2(a)）である空中写真等を地図と同じ正射投影（図 2(b)）に変換した画像である。

したがって、ディジタルオルソや写真図は、地図データと重ね合わせて利用することが可能であ

る。
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図 2 中心投影（空中写真）と正射投影（写真図・ディジタルオルソ） 

 正射変換の原理は、 のとおりである。図中の A 地点は、地図においては A’の地点に投

影される必要があるが、写真では B’の地点に投影されている。したがって写真上では、A 地点

は a の地点に写像されるが、地図と同じ投影にするためには a’ の地点へ変換する必要がある。

この a 地点から a’地点への変換は、図 3 に示されているとおり A 地点から A’地点までの標高

図 3
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と投影中心の鉛直線から A 地点への角度θが分かれば、h･tanθとして得られた位置へ移動さ

せることにより実現できる。 
 このとき、h はディジタルステレオ図化機等による計測から、θは空中写真の外部標定要素

から得ることができる。 
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図 3 正射変換 

本マニュアルでは、国土交通省が行う公共測量で用いる数値地形モデルとして、地表面の標高

である数値地形モデル（DTM : Digital Terrain Model）を標準とする。数値地形モデルには、標

高情報を格子状のデータにしたグリッド、三角形の面データの集合として地形を表現した不整三

角網（TIN: Triangulated Irregular Network)がある。また、標高の採用基準の違いで DTM と

区分される数値表層モデル（DSM : Digital Surface Model）は、人工構造物や植生などの土地被

覆を含めた表層面の標高である（ ）。 図 4

図 4 DTM と DSM 

数値表層モデル
DSM（Digital Surface Model）

数値地形モデル
DTM（Digital Terrain Model）
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３. ディジタルオルソ作成の公共測量作業マニュアル 

１） 目的と適用範囲 
本マニュアルは、国土交通省公共測量作業規程第 16 条（機器等及び作業方法に関する特例）

を適用し、公共測量においてディジタルオルソを作成する場合の標準的な作業方法を定め、そ

の規格の統一、成果の標準化及び必要な精度の確保に資することを目的とする。 
また本マニュアルは、現在、国土交通省公共測量作業規程が国土交通省以外の機関に作業規

程として準用されたり、他の作業規程のモデルともなっていることから、国土交通省以外の機

関が行う公共測量においても広く利用できるものである。さらに、公共測量以外の測量におい

ても、その実施基準の参考として、本マニュアルを使用することが期待される。 
① 公共測量を実施する場合 
国又は公共団体において、国土交通省公共測量作業規程を準用した作業規程を使用している

場合、同規程第 16 条（機器等及び作業方法に関する特例）を適用し、測量法第 36 条（計画書

についての助言）に基づく国土地理院の技術的助言により、本マニュアルを準用することがで

きる。 
② 基本測量及び公共測量以外の測量を実施する場合 
民間において、基本測量及び公共測量以外の測量を実施する場合にも、本マニュアルを利用

することができる。 
 
２） 本マニュアルの構成 

本マニュアルは、ディジタルオルソを作成する際の標準的な作業方法、使用する機器等の必

要な事項について規定している。 
また、測量技術としてのディジタルオルソの作成に対する理解を深め、その利用の普及・促

進を図るため、条文、運用基準のほかに解説を加えている。なお、本マニュアルの全体構成は、

次のとおりである。 
①第１編 総則 

本マニュアルの目的、ディジタルオルソを作成するにあたっての条件及びデータの取り扱い

等について規定している。 
②第２編 ディジタルオルソの作成 

ディジタルオルソ作成の規格、作成するにあたっての工程別作業区分及び作成手法等につい

て規定している。 
③第３編 資料 

ディジタルオルソ作成の精度管理や数値地形モデルを格納するファイル仕様などの標準様式

を規定するとともに、空中写真用スキャナの定期点検証明書の事例を示している。 

３） 標準値の規定 
本マニュアルで規定している標準値等は、公共測量で実際に使用されているディジタルオル

ソ作成の仕様を参考に、地形（平坦地と丘陵地）、撮影縮尺（1/4,000、1/5，000、1/10,000、

1/12,500）、スキャニング分解能（10μm、20μm、30μm）、グリッド間隔（5m、10m、25m
間隔）の組合せによる作成実験結果を基にしている。 
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第１編 総則 

 
（目 的） 
第1条 本マニュアルは、国土交通省公共測量作業規程（平成 14 年３月）第 16 条「機器等及び

作業方法に関する特例」に基づいて実施する公共測量におけるディジタルオルソの標準的な

作成方法を定めることにより、その規格の統一、成果の標準化及び必要な精度の確保に資す

ることを目的とする。 
 
［解 説］ 
 国土交通省公共測量作業規程第 16 条を次に表示する。 

   
 （機器等及び作業方法に関する特例） 

第 16 条 この規程に定めるものと異なる機器等又は作業方法は、必要な精度の確保及

び作業能率の維持に支障がないと認めて計画機関が指示し、又は承認した場合に限

り、作業の一部に用いることができる。 
2  計画機関は、前項の指示又は承認をしようとするときは、国土地理院の長の意見

を求めなければならない。ただし、法第 36 条の規定に基づく国土地理院の長の技術

的助言をもってこれに代えることができる。 

 

 ＜第 16 条 運用基準＞ 
１．作業機関は、機器等又は作業方法を変更する場合、計画機関に対して精度を確保

するために必要な資料を提出し承認を得なければならない。 
２．新しい測量技術で国土地理院が作業マニュアルなどを作成した場合は、法第 36 条

の規定に基づく、技術的助言によりこれを準用する。 

 

 
 第 16 条における法第 36 条とは、測量法第 36 条をいい、その条文は次のとおりである。 

   
 （計画機関についての助言） 

第三十六条 測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、左に掲げる事項

を記載した計画書を添えて、あらかじめ国土地理院の長の技術的助言を求めなければ

ならない。その計画書を変更しようとする場合も、同様とする。 
一 目的、地域及び期間 
二 精度及び方法 
三 測量作業機関の名称 

 

 注：条文は縦書きであるため、ここでは条文中、「左に掲げる事項」とは「下に掲げる

事項」を意味する。 
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（国土交通省公共測量作業規程の準用） 
第2条 本マニュアルに定めるもの以外は、国土交通省公共測量作業規程の関係規定を準用する。 
 
［解 説］ 
本マニュアルでは、ディジタルオルソ作成に特有な事項について記述している。本マニュアル

以外の事項は、国土交通省公共測量作業規程を準用することが必要である。 
 
 
（ディジタルオルソを利用する公共測量） 
第3条 公共測量でのディジタルオルソ作成は、空中写真から空中写真用スキャナにより数値化

した数値写真を、ディジタルステレオ図化機等を用いて正射変換し、ディジタルオルソデー

タファイルを作成する作業をいう。また、隣接する正射投影画像をディジタル処理により結

合させたモザイク画像を作成する作業を含むものとする。 
 
［解 説］ 
ディジタルオルソ作成に使用する標準的な機器とソフトウェアの構成は、空中写真用スキャナ、

ディジタルステレオ図化機、正射変換ソフトウェア、モザイクソフトウェアによって構成される。 
１．空中写真用スキャナ 

空中写真用スキャナは、空中写真（ロールフィルム）を数値化し、数値写真を作成する。 
２．ディジタルステレオ図化機 

ディジタルステレオ図化機は、立体モデルを構成する１対の数値写真から標高を自動抽出

あるいは数値図化により数値地形モデルを作成する。 
３．正射変換ソフトウェア 

正射変換ソフトウェアは、数値写真の外部標定要素と数値地形モデルを用いて、数値写真

を中心投影から正射投影に変換し、正射投影画像を作成する。 
４．モザイクソフトウェア 

モザイクソフトウェアは、隣接する各正射投影画像をディジタル処理により重ね合わせて

結合し、連続した一連のモザイク画像を作成する。また、モザイク画像から任意の範囲で分

割したディジタルオルソデータファイルを作成する。 
 
 
（使用する機器等） 
第4条 ディジタルオルソ作成に用いる主要な機器は次に掲げるもの、あるいはこれと同等以上

の性能を有する機種とする。 
(1) 空中写真用スキャナ 
空中写真用スキャナは、空中写真ロールフィルムをスキャンし、数値写真を画像形式

で取得及び記録する機能を有するスキャナ、コンピュータプログラム、電子計算機及 
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び周辺機器で構成されるシステムをいい、所定の精度を保持できる性能を有するもの

とする。 
(2) ディジタルステレオ図化機 

ディジタルステレオ図化機とは、立体視可能な数値写真からステレオモデルを作成

及び表示し、地図情報を数値形式で取得及び記録する機能等を有するコンピュータプ

ログラム、電子計算機及び周辺機器で構成されるシステムをいい、所定の精度を保持

できる性能を有するものとする。 
 
＜第 4 条 運用基準＞ 

１．空中写真用スキャナの構成は、電子計算機、画像表示ディスプレイ、ロールフィルム装着

及びフィルム圧定装置等で構成されるものを標準とする。 

２．空中写真用スキャナの性能は以下の精度を有するものとする。 
項目 性能（精度） 

光学分解能 21μm 以内 
最小スキャンサイズ 240mm×240mm 以上 
スキャン画像の色階調 24bit フルカラー以上 
スキャン画像の幾何精度 ２μm（平均二乗誤差）以内 

３．空中写真用スキャナは、点検技術を有する第三者機関の点検を受けたものとし、点検の有

効期間は６ヶ月とする。空中写真用スキャナの定期点検証明書は、機器メーカーが定期点検

報告用として使用している様式で、計画機関の承認を得るものとする。 

４．点検に使用する格子板は、５×５点以上の格子密度を有し、240mm×240mm 範囲の幾何

精度を検証可能な各空中写真用スキャナに付属する精密格子板とし、第三者機関による検定

を受けたものとする。 
５．ディジタルステレオ図化機の構成及び機能は、次のものを標準とする。 

1）ディジタルステレオ図化機は、電子計算機、立体視装置、ディスプレイ及び三次元マウス

又はＸＹハンドル・Z 盤等で構成されるものとする。 
2）内部標定、相互標定、対地標定の機能又は外部標定要素によりステレオ表示が行えるもの

とする。 
3）X、Y、Z の座標値と所定のコードが入力・記録できる機能を有するものとする。 
4）正射変換等の機能を有するものとする。 

６．ディジタルステレオ図化機の座標読取は、サブピクセルまで読める性能を有するものとす

る。 
 
［解 説］ 
１．日本国内における精密格子板等の精密計測に関する検定機関としては、（財）日本品質保証

機構計量計測センターがある。 
２．サブピクセルとは、数値写真の最小単位であるピクセル（画素）を細分化した仮想的な画素

であり、細分化の度合いは限定しない。 
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（作業計画） 
第5条 測量作業機関（以下「作業機関」という。）は、作業着手前に作業の方法、使用する主要

な機器、要員、日程などについて適切な作業計画を立案し、これを測量計画機関（以下「計

画機関」という。）に提出して、その承認を得なければならない。作業計画を変更しようとす

るときも同様とする。 
 
 
 
（工程管理） 
第6条 作業機関は、前条の作業計画に基づき、適切な工程管理を行わなければならない。 
２ 作業機関は、作業の進捗状況を随時計画機関に報告しなければならない。 

 
 
 
（精度管理） 
第7条 作業機関は、測量の正確さを確保するため、適切な精度管理を行い、その結果に基づい

て精度管理表を作成し、これを計画機関に提出しなければならない。 
２ 作業機関は、各工程別作業の終了時、その他適切な時期に所要の点検を行わなければなら

ない。 
 
＜第 7 条 運用基準＞ 
１．数値地形モデルファイル及びディジタルオルソデータファイルは、図郭単位に精度管理を

行うものとする。 
２．本マニュアルに規定していない工程については、国土交通省公共測量作業規程第４編第３

章ディジタルマッピングの規定に準ずる。 
３．点検測量率は、特に定めるもの以外は、国土交通省公共測量作業規程第 12 条（精度管理）

運用基準の数値地形測量に準ずる。 
 
［解 説］ 
１．標準的な精度管理の流れは、下図に示すとおりであり、点検による繰り返し作業が必要で

ある。 
1) 数値写真の点検は、使用する数値写真間の色調が均質であるかを点検する。しかし、

全体を均質な色調にすることは技術的に困難である。また、色調は、感覚的に判断さ

れるため、色調に関する合否判定基準について、計画機関と作業機関との間で合意し

ておくことが望ましい。 
2) 数値地形モデルの精度管理では、作成された数値地形モデルをステレオモデル上に

重ね合わせ表示して点検し、第 12 条第２項の規定を満たしていない標高点は、修正

編集する。 
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3) 立体計測による位置の精度管理では、立体モデルを構成する数値写真で明瞭な地物

を立体計測してディジタルオルソと重ね合わせ表示することにより位置を点検し、第

12 条第２項の規定を満たしていない部分については、その位置の数値地形モデルを

修正する。 
4) 写真間位置接合の精度管理は、モザイク後の正射投影画像の接合部分における位置

ずれを目視にて点検し、第 12 条第２項の規定を満たしていない部分については該当

する位置の数値地形モデルを修正する。 
5) 写真間画質（色）接合の精度管理は、モザイク後の正射投影画像間における画質の

差異を目視にて点検し、不合部分については該当する正射写真画像の画質を修正する。 
２．点検測量は、点検作業要領（案）に基づいて行う。 

 

数値地形モデルの作成

正射投影

2) 数値地形モデルの点検

3) 立体計測による位置点検

4) 写真間位置接合点検

モザイク

5) 写真間画質（色）接合点検

空中写真の数値化

作業完了

画質調整

1) 数値写真の点検
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（測量成果の検定） 
第8条 作業機関は、高精度を要するもの又は利用度の高いものとして計画機関が指定する測量

成果については、その提出前に、検定に関する技術を有する第三者機関による検定を受けな

ければならない。 
 
＜第 8 条 運用基準＞ 
検定は、国土交通省公共測量作業規程第 14 条（測量成果の検定）の規定を準用する。 

 
 
 
（資料及び成果等の様式） 
第9条 ディジタルオルソの作成における資料、成果等は、標準的な様式で作成するものとする。

ただし、成果等の使用、保存等に支障がないと認めて計画機関が指示し、又は承認した場合

に限り、異なる様式により作成することができる。 
 
＜第 9 条 運用基準＞ 
 標準的な様式は、本マニュアルに規定するものとする。 
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第２編 ディジタルオルソの作成 

第１章 概説 
 
第 1 節 要  旨 
 
（要  旨） 
第10条 ディジタルオルソの作成とは、数値写真を正射変換した正射投影画像を作成した後、デ

ィジタルオルソデータファイルを作成する作業をいい、必要に応じてモザイク画像を作成す

る作業を含む。 
 
 
 
（方  法） 
第11条 ディジタルオルソの作成は、正射投影法により行うものとする。 
 
［解 説］ 
正射投影法とは、数値地形モデルを用いて数値写真を正射投影画像に変換する方法である。 

 
 
（ディジタルオルソの規格） 
第12条 ディジタルオルソは、原則として、数値写真から正射変換されたディジタル画像のみとし、

注記等の重ね合わせるデータが必要な場合にはディジタルマッピングデータとして作成するも

のとする。 
２ ディジタルオルソの精度は、次表に掲げるものを標準とする。 

数値地形モデル 

 
地図情報

レベル 
水平位置精度 地上分解能 撮影縮尺 

グリッド間隔 標高点精度 
 

 500 0.5m 以内 0.1m 以内 1/3,000～1/4,000 5m 以内 0.5m 以内  
 1000 1.0m 以内 0.2m 以内 1/6,000～1/8,000 10m 以内 0.5m 以内  
 2500 2.5m 以内 0.4m 以内 1/10,000～1/12,500 25m 以内 1.0m 以内  
 5000 5.0m 以内 0.8m 以内 1/20,000～1/25,000 50m 以内 2.5m 以内  
 10000 10.0m 以内 1.0m 以内 1/30,000 50m 以内 5.0m 以内  
＜第 12 条 運用基準＞ 
  ディジタルオルソの水平位置精度は、地上分解能、撮影縮尺、数値地形モデルのグリッド間隔

及び標高点精度の組合せによって異なる。また、地形形状にも大きく影響されるため、地形形状

を考慮して標高の取得方法を決定する必要がある。 
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［解 説］ 
１．ディジタルオルソの水平位置精度は、数値地形モデル上に投影した地物を対象としたときの

標準値である。 
２．地上分解能は、数値写真の画素を地上に投影した大きさであり、その１辺の長さで表す。 

３．標準値は、国土交通省公共測量作業規程第３編地形測量第３章空中写真測量の撮影縮尺と第

５章写真図作成の規格である水平位置精度図上 1.0mm 以内（標準偏差）により区分している。

したがって、水平位置精度の標準値は、地図情報レベル 500、1000、2500、5000 及び 10000 に

相当する。地上分解能は、水平位置精度と判読性を勘案し、水平位置精度の 1/5 以内で、かつ

20～30μm でスキャンした場合の分解能を持つものとする。数値地形モデルのグリッド間隔は、

水平位置精度の 10 倍以内を目安として設定しており、国土地理院の数値地図 50m メッシュが

利用可能であることから、最大値を 50m 以内とする。また、数値地形モデルの標高点精度は、

写真図作成における等高線間隔の 1/2 以内を基準とする。 

４．地図情報レベルと写真図縮尺との関係は、次表のとおりとする。 
 

地図情報レベル 相当縮尺 

500  1/500 
1000  1/1,000 
2500  1/2,500 
5000  1/5,000 
10000  1/10,000 

 
５．必要とする水平位置精度により撮影縮尺とグリッド間隔、数値地形モデルの標高点精度を決

定する。また、必要とする画質（見映え）によって、色調やモザイクの調整の作業量、局所歪

み除去のための数値地形モデルの編集の作業量が決まり、作業の経費、工期に大きな違いが生

じる。これらについては、作成の目的だけでなく、経費、納期等を十分考慮して、計画機関と

作業機関との間で誤解が生じないように調整することが必要である。 
６．不整三角網の三角面の密度は、グリッド間隔に内挿した場合に、標準値として規定する標高

点精度が得られるものとする。 
７．ディジタルオルソデータファイルに重ね合わせる主なデータとしては、次のものが挙げられ

る。 
① 等高線 
② 注記 
③ 行政界 
④ その他 

 測量成果に等高線や注記等を付加する場合には、次のような追加作業が必要となる。なお、

これらの作業は国土交通省公共測量作業規程第４編第３章ディジタルマッピング等によって

作成することができる。 
(1) 等高線は、数値地形モデルから自動生成する方法と数値図化によって描画する方法で作
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成することができる。また、数値地形モデルから自動生成する方法では、自動生成したも

のを図式と同等の表現にするために、次のような作業が必要となる。 
・ 道路との交差や建物迂回などの地物との編集 
・ 道路や河川等の記号内部の間断 

なお、自動標高抽出技術によって作成された数値地形モデルからの等高線の自動生成は、

国土交通省公共測量作業規程第 297 条（地物データの取得）運用基準により認められて

いない。 
(2) 注記は、現地調査や既存資料からの入力、あるいは既存データからの変換によって作成

することができる。 
(3) 行政界は、既存資料からの入力、あるいは既存データを変換することによって作成する

ことができる。 
(4) その他、整飾等については、国土交通省公共測量作業規程第３編第５章写真図作成を準

用して作成することができる。 
８．ディジタルオルソデータファイルに重ね合わせるデータは、別ファイルとして作成し、ディ

ジタルオルソデータファイルの画素を書き換えないものとする。また、別ファイルは、国土交

通省公共測量作業規程第４編数値地形測量のディジタルマッピングデータファイル仕様に基

づいて作成することが望ましい。 
 
（工程別作業区分及び順序） 
第13条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。ただし、計画機関が指示し、又は承認

した場合は、これを変更し、又は一部を省略することができる。 
(1) 作業計画 
(2) 標定点の設置 
(3) 対空標識の設置 
(4) 撮 影 
(5) 刺 針 
(6) 空中写真の数値化 
(7) 空中三角測量 
(8) 数値地形モデルの作成 
(9) 正射変換 
(10) モザイク 
(11) ディジタルオルソデータファイルの作成 
(12) 成果等の整理 

 
［解 説］ 
１．ディジタルオルソ作成における標準的な作業工程と作成される画像データは、次表のとおり

である。 
撮影された空中写真は、現像されたロールフィルムから数値化が行われ、写真単位で数値写
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真が作成される。数値写真は、空中三角測量の成果である外部標定要素と別途ディジタルステ

レオ図化機等で作成された数値地形モデルを用いて正射変換され、写真単位の正射投影画像が

作成される。正射投影画像は、図郭又は作成区域を満たすように結合され、モザイク画像が作

成される。その際、正射投影画像は、写真の幾何的歪みが少ない中央部のみを使用する。最後

に、モザイク画像は成果の格納単位に分割され、ディジタルオルソデータファイルとして整理

される。 
２．ディジタルオルソに等高線や注記などを重ね合わせる場合には、第４編第３章ディジタルマ

ッピングの規定を準用し、ディジタルオルソの工程に現地調査、数値編集、数値図化を追加す

る必要がある。 

 

番号 作業工程 画像データ 備考 
① 作業計画 ―  
② 標定点設置 ―  
③ 対空標識設置 ―  
④ 撮影 ― ロールフィルム 
⑤ 刺針 ―  
⑥ 空中写真数値化 数値写真 写真単位 
⑦ 空中三角測量 ―  
⑧ 数値地形モデル作成 数値地形モデル モデル単位から図郭単位へ整理 
⑨ 正射変換 正射投影画像 写真単位（中央部） 
⑩ モザイク モザイク画像 図郭又は作成区域を覆う範囲 

⑪ 
ディジタルオルソデータ

ファイル作成 
ディジタルオルソデータ

ファイル 
図郭単位 

⑫ 成果等の整理 ―  
 
 
（空中写真測量に関する規定の準用） 
第14条 前条第 1 号から第 5 号まで、及び第 7 号、第８号の作業については、次に規定するとこ

ろによるほか、国土交通省公共測量作業規程第３編第３章第２節～第 10 節の関係規定を準用

する。 
(1) 撮影に当たっては、ディジタルオルソの作成に適した良質鮮明な画質を得るよう

特に留意するものとする。 
(2) 空中三角測量の成果等は、次のとおりとする。 
ア．空中三角測量成果表（外部標定要素） 
イ．空中三角測量実施一覧図 
ウ．基準点残差表 
エ．座標測定値 
オ．計算簿 
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［解 説］ 

カ．精度管理表 
キ．その他の資料 

(3) 数値地形モデルの作成におけるブレークライン、等高線、標高点データ等の計測

は、国土交通省公共測量作業規程第４編第３章第２節（数値図化）の規定を準用する 
(4) ディジタルオルソ画像に重ね合わせる注記等のベクトル情報を作成する場合には、

国土交通省公共測量作業規程第３編第３章第７節（現地調査）の規定を準用する。 
 

空中三角測量成果表（外部標定要素）は、現場における電子納品に関する事前協議ガイドライ

ン（案）［測量編］に基づき、次のとおり作成する。 
空中三角測量成果表フォーマットは１行１レコードのテキストファイルとする。 
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• 
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• 

文字コードは、ASCII コードとする。 
データの項目はスペースもしくはタブによって区切るものとする。 
レコード記述方法は、データ区分を用いて地上座標 (POINT)と外部標定要素

(PHOTO)をひとつのファイルに記述する。データの範囲は、別のデータ区分が出現

するか、ファイルが終了するまでとする。 
空中三角測量成果表は必須項目を含む関連データをフリーフォーマットで記述する。

必須項目は、次のとおりである。 
POINT ：点番号、調整後の座標 X,Y,Z 
PHOTO：写真番号、主点位置 X0、Y0、Z0、ω、φ、κ 

位置の単位はｍとし、角度の単位は度を標準とする。 
出力する座標系は数学座標系を標準とする。 
座標軸の回転の順番は、ω、φ、κの順とする。 

 
 
 
 
 
POINT  
必須項目 
 
 
 
 
 
PHOTO  
必須項目 
 
 
 
 
 
 



第２章 ディジタルオルソの作成 
 
第１節 作業計画 
 
（要 旨） 
第15条 作業計画は、国土交通省公共測量作業規程第 10 条（作業計画）の規定により、工程別

に作成するものとする。 
 
 
 
（使用空中写真） 
第16条 空中写真は、原則として、作業着手前 1 年以内に撮影されたものを用いるものとする。 
 
＜第 16 条 運用基準＞ 

使用する空中写真は、撮影時期、天候、撮影コースと太陽位置との関係等によって現れる色

調差や被写体の変化を考慮して採用するものとする。 
 

［解 説］ 
１．撮影は、国土交通省公共測量作業規程第３編第３章第５節撮影の規定を準用する。 
 空中写真の画質は、撮影時期、天候、撮影コースと太陽位置との関係等により、写真ごとに

色調が異なり、空中写真の数値化からモザイクまでの工程で画像データの調整によって作成範

囲全体の色調を均一化することは困難である。したがって、既存の空中写真を使用する場合に

は、予め同一条件で撮影された均質な画質の空中写真を採用することが望ましい。 
２．撮影条件の相違により色調の調整が困難な場合には、計画機関と作業機関との間で協議を行

う。 
 
第２節 空中写真の数値化 
 
（要 旨） 
第17条 空中写真の数値化は、空中写真用スキャナを使用して空中写真をスキャンすることによ

り、数値写真を作成することをいう。 
 
 
 
（スキャニング） 
第18条 スキャニングは、原則として、ロールフィルムから直接行うものとする。 
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＜第 18 条 運用基準＞ 
１． スキャニングの前にロールフィルムに付着したゴミ、汚れ、ほこり等を除去するととも

にキズやへこみ等の点検を行うものとする。 
２． ロールフィルムを装填する直前には、空中写真用スキャナのフィルム架台のゴミ、汚れ、

ほこり等を除去する。 
３． 色調補正を行うためのプレスキャンは、原則として撮影コースごとに始点と終点で行う

ものとし、さらに、撮影コース内で顕著に色調が変わる地域がある場合には、これらを分

けて行うものとする。 
４． スキャンした数値写真は、土地被覆、撮影時期、天候、撮影コースと太陽位置との関係

等を考慮して抜き取りを行い、全体の色調が統一されているか点検するものとする。 
 
［解 説］ 
１．スキャニング時のロールフィルムの圧定は、センサにより動作の点検を行っている機種と内

部標定に点検を依存する機種が存在する。圧定に不具合が存在した場合には、内部標定結果と

して表出されるため、内部標定結果に異常が見られる場合には、圧定装置についても点検する

必要がある。 

２．空中写真では、光学レンズの影響による周辺部の減光や、太陽方向との関連によるシャドー

スポット、ハレーション等で色調が一定とはならない。また、フィルムの現像処理や空中写真

の数値化により、色調が変化する。このため、特にカラー写真では、隣接写真の重複画像部分

での色調差が大きいと、モザイクした境界に色調差が際立つこととなる。このため、モザイク

を行う前に重複画像の色調をある程度統一したり、モザイク後に接合部の濃度変化を段階的に

調整する必要があるが、完全な調整は困難である。したがって、空中写真の数値化時に適切な

色補正を行っておくことが重要である。 
 
 
（スキャニング分解能） 
第19条 スキャニング時の最小地上分解能は、第 12 条第２項に準じて、撮影縮尺と地上分解能

の関係に基づいて決定する。 
２ 色の階調は、原則として、24bit フルカラー以上とする。 

 
［解 説］ 
１．撮影縮尺とスキャニング分解能及び地上分解能の関係は、次表のとおりである。 
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スキャニング分解能

撮影縮尺 
10μm 20μm 30μm 

1/4,000 0.040 0.080 0.120 

1/8,000 0.080 0.160 0.240 

1/12,500 0.125 0.250 0.375 

1/25,000 0.250 0.500 0.750 

1/30,000 0.300 0.600 0.900 

     ＊ 地上分解能の単位[m] 

 

 ２．画像圧縮を行う場合には、ロスレス圧縮でなければならない。 

 
第３節 数値地形モデルの作成 
 
（要 旨） 
第20条 数値地形モデルの作成とは、自動標高抽出技術等により標高を取得し、数値地形モデル

ファイルを作成する作業をいう。 
 
 
（標高の取得） 
第21条 標高の取得は、ディジタルステレオ図化機等を用いて、第 12 条第２項の規定を満たす

必要十分な数値地形モデルのグリッド間隔を確保するとともに、必要に応じて局所歪みを補

正するための地性線等を取得する。 
２ 標高の取得には、自動標高抽出技術、等高線法、ブレークライン法、標高点計測法又はこ

れらの併用法を用いる。 
 
＜第 21 条 運用基準＞ 
１． 自動標高抽出技術によるグリッド間隔は、画像相関間隔が第 12 条第２項の規定に準ずる

グリッド間隔を満たすものとする。 
２． 等高線法による等高線の間隔は、国土交通省公共測量作業規程第 72 条（等高線）に規定

する２倍を原則とし、等傾斜の地形では適宜間隔を広げることができる。 
３． ブレークライン法によりブレークラインを選定する位置は、次のとおりとする。 

1) 段差の大きい人工斜面、被覆などの上端と下端 
2) 高架道路や立体交差の道路縁 
3) 尾根や谷、あるいは主な水涯線 
4) 地形傾斜の連続的な変化を表す地性線 
5) その他、地形を明確にするために必要な地形形状 
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４． 標高点計測法により標高点を選定する場合は、国土交通省公共測量作業規程第 166 条（標

高の選点）の規定を準用する。 
５． 標高を取得する範囲は、ディジタルオルソデータファイルを作成する区域を完全に網羅

しているものとする。 
６． 森林地帯などの植生が密生している地域において、地表面の標高計測が困難な領域につ

いては、植生の表層面で作成することもやむを得ないものとする。ただし、地表面での数

値地形モデル(DTM)とは区分し、表層面の数値表層モデル(DSM)としてディジタルマッピ

ングデータファイルに格納するものとする。 
７． 河川や小規模な湖沼等の陸水面は、地表面に分類し、その標高値は、周辺陸域の最近傍

値からの内挿処理によって与えるものとする。 
８． 大規模な湖沼水面、海水面の数値地形モデルは、標高値に-999m を与えるものとする。 
９． 既成の数値地形モデルを使用する場合は、データの品質や経年変化等についての点検を

行う。 
 
［解 説］ 
１．自動標高抽出技術は、立体モデルの対となる数値写真の同一点を画像相関等により検出する

ことにより、数値写真の視差差を算出して標高に変換する技術である。 
２．等高線法は、数値図化により等高線形式で標高データを取得する方法である。 
３．ブレークライン法は、数値図化により地形形状が連続的に変化する被覆の上端・下端や地性

線等を三次元の線として取得する方法である。 
４．標高点計測法は、数値図化により標高を取得する方法であり、他の方法で取得した数値地形

モデルで標高が不足する箇所などに用いる。 
５．標高の取得方法の優劣は、地形形状によって異なるが、高精度な数値地形モデルを作成する

には、ブレークライン法が有効である。ブレークラインを制約条件として作成された不整三角

網は、地形を最も忠実に再現した数値地形モデルとなる。一方、自動標高抽出技術や等高線法

では、標高点や等高線の間隔を細かくするほど地形を忠実に再現できるが、これらの間隔には

限界がある。通常、数値地形モデルに変換した際に地形形状が平滑化されてしまい局所的な歪

みの原因となる場合がある。 
 
 
（数値地形モデルへの変換） 
第22条 数値地形モデルへの変換は、前条で取得した標高により第 12 条第２項の規定に準ずる

グリッド、または不整三角網へ変換する。 
 
＜第 22 条 運用基準＞ 
１． 数値地形モデルの形状をグリッドで作成する場合は、グリッド間隔は第 12 条第２項の規

定に準ずる。 
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２． 不整三角網を使用する場合は、グリッドと同等以上の地形表現が可能な形状とする。 
３． 数値地形モデルを作成する範囲は、ディジタルオルソデータファイルを作成する区域を

完全に網羅しているものとする。 

［解 説］ 
１．数値地形モデルの取得分類は、次表のとおりとする。 
 

大分類 分類 分類コード 名称 備考 

7501 グリッドデータ 
自動標高抽出技術により作成、あるいは等高線

やランダムポイント、ブレークラインから生成 

7511 ランダムポイント 標高点計測により取得 

7521 ブレークライン ブレークライン法により取得 

地
形
等 

数
値
地
形
モ
デ
ル 

7531 不整三角網 
グリッドデータ、ランダムポイント、ブレーク

ライン、等高線等から生成 

 
２．数値地形モデルは、標高が取得されている位置にしたがい、次表のとおり図形区分で分類す

る。 
 

コード 内容 対象となる取得分類項目 
00 地表面 
51 表層面 
52 海水面 

数値地形モデル 

 
３．海水面には、大規模な湖沼を含むものとする。 
 
（数値地形モデルの編集） 
第23条 数値地形モデルの編集とは、作成された標高データをステレオモデル上に表示し、著し

く地表面と異なった点を修正する作業をいう。 
＜第 23 条 運用基準＞ 
数値地形モデルの修正は、ディジタルステレオ図化機等を用いて行うものとする。 

 
 
 
（数値地形モデルファイルの作成） 
第24条 数値地形モデルファイルの作成は、編集後の数値地形モデルを用いて所定の形式で作成

する。 

 20 
 



 
＜第 24 条 運用基準＞ 
１． 数値地形モデルファイルは、国土交通省公共測量作業規程付録７ディジタルマッピング

データファイル仕様とする。 
２． 数値地形モデルファイルの格納単位は、ディジタルオルソデータファイルの格納単位と

同一とする。 
３． 不整三角網の数値地形モデルファイルを格納する場合、図郭にまたがる三角形は複数の

三角形として図郭線による分割処理を行う。 
 
［解 説］ 
１．数値地形モデル（グリッド）は、グリッドレコードを用いるものとする。 
２．数値地形モデル（グリッド）の原点座標は、図郭原点からグリッド間隔の２分の１の位置を

標準とする。 
 

X 
 

Pm3 

行
数 

列数 

グ
リ
ッ
ド
間
隔
（
行
） 

P13 P1n 

P2n 

Pmn 

P11 

P21 

Pm1 

グリッド間隔（列） 
グリッド原点座標（Ｙ） 

 
 
 
 
 
 
 
 グ

リ
ッ
ド
原
点
座
標
（
Ｘ
） 

 
 
 
 

Y 
 
 
 
 
３．数値地形モデル（不整三角網）は、本マニュアル第３編第１章標準様式にしたがい、国土交

通省公共測量作業規程付録７ディジタルマッピングデータファイル仕様を拡張して格納する。 
 
 
（数値地形モデルファイルの点検） 
第25条 数値地形モデルファイルの点検は、前条で作成した数値地形モデルを用いて行うものと

する。 
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２ 数値地形モデルの標高点精度は、第 12 条第２項の規定に準ずる。 

 
＜第 25 条 運用基準＞ 
１．点検位置は数値地形モデルファイルから無作為に抽出された標高点とする。 
２．点検は、ディジタルステレオ図化機等を用いて立体計測された標高点と抽出された数値地

形モデルファイル内の標高点を比較し、精度管理表にまとめるものとする。 
 

［解 説］ 
 中山間地域や森林地域等のように標高の点検に使用できる明瞭な地物が十分には存在しない地

域については、計画機関と作業機関との間で点検数や場所を協議する。 
 
第４節 正射変換 
 
（要 旨） 
第26条 正射変換とは、数値写真を中心投影から正射投影に変換し、正射投影画像を作成する作

業をいう。 
 
［解 説］ 
１．撮影された空中写真は、カメラレンズを中心とする中心投影であることから、高いところは

大きく写るなど土地の比高による歪みを生じているが、正射変換により得られたディジタルオ

ルソは地図と同様の正射投影となるので、地図の精度を備えることになる。 
２．正射変換には数値地形モデルを用いるが、その成果である正射投影画像では、この数値地形

モデルに合致する地物のみが地図と同様の位置となる。数値地形モデルとして地表面のデータ

が採用された場合には、地表面と合致する地物は地図と同様の位置となるが、建物の屋根や樹

木の樹冠など、地表面との比高差があるものについては、地図と同様の位置とはならない。 
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比高差による建物の倒れ 
３．数値地形モデルのグリッド間隔と地形形状の関係によっては、局所歪みが生じる。局所歪み

とは、数値写真の画素と１対１で対応できるように内挿処理により数値地形モデル内のグリッ

ド間隔を高密度化させ、その内挿された標高点を用いて正射変換するために生じる現象で、内

挿区間の数値写真が線形に変化していない場合に生じる数値地形モデルと実際の地形形状の

相違に起因する。また、グリッド間隔が密なほど局所歪みは発生しやすくなる。下図は、表層

面の数値表層モデルを使用した正射投影画像における局所歪みの例で、左図は道路、右図は建

物に特徴的な局所歪みが生じている。局所歪みを除去するには、ブレークライン法によって標

高点を追加する必要があるが、完全に取り除くことは困難である。 

道路の局所歪み 建物の局所歪み  
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（正射投影画像の作成） 
第27条 正射投影画像の作成は、数値写真を標定し、数値地形モデルに基づいて正射投影画像を

作成する。 
２ 正射投影画像の地上分解能は、第 12 条第２項の規定に準ずる。 

＜第 27 条 運用基準＞ 
１．内部標定は、国土交通省公共測量作業規程第 145 条（内部標定）の規定を準用する。 
２．対地標定は、空中三角測量等で得られた成果を用いて行うものとする。 

 
［解 説］ 
１．対地標定は、ディジタルステレオ図化機の機能を用いて、空中三角測量で得られたパスポイ

ント及びタイポイントの測地座標とその数値写真の観測座標、あるいは外部標定要素を直接用

いることにより行う。 
２．対地標定は、空中三角測量で得られた成果を用いるほか、これと同等の精度、配点を満たす

標定点を用いることもできる。 
 
 
第５節 モザイク 
 
（要 旨） 
第28条 モザイクとは、隣接する正射投影画像をディジタル処理により結合させ、モザイク画像

を作成する作業をいう。 
 
 
 
（方 法） 
第29条 モザイクは、隣接する正射投影画像の接合部で著しい地物のくい違い及び色調差が生じ

ないように結合を行うものとする。 
２ モザイクは、数値写真の中央部に相当する部分の正射投影画像を用いて行うことを標準と

する。 
 
＜第 29 条 運用基準＞ 
１．正射投影画像の結合及び隣接図郭画像との接合は、線状対象物において不合のないように

努め、その他の対象物においても水平位置の制限を超えないように行うものとする。 
２．正射変換されていない数値写真は、モザイクしないものとする。 
３．色調は、正射投影画像間での差が生じないように努めるものとする。 

 
［解 説］ 
１．モザイクは、隣接する画像の重複部分を利用して位置合わせと色合わせを行った後、隣接す
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る正射投影画像を接合することをいう。ディジタルオルソのモザイクでは、位置と座標系が統

一された複数の正射投影画像に対して、①濃度補正、②濃度変換による色合わせ、③接合点の

探索、④接合点周辺の濃度の平滑化、といった処理手順で行われる。 
 (1) 濃度補正は、数値写真ごとに異なる濃淡や色調を可能な限り一致させる。 
 (2) 濃度変換による色合わせは、重複部分の画像を利用して複数の数値写真間にある濃淡や色

調の相違の中で、系統的には補正することが不可能な画像間の濃淡・色調の差を可能な限り

一致させるように行う。 
 (3) 接合点の探索は、接合すべき断面内において最も接合しやすい点を探索する。接合しやす

い点には、数値写真間の濃度差が最も小さな点、あるいはそれぞれの画像内で濃度が急激に

変化する点が考えられる。濃度が急激に変換する点としては、道路や尾根・谷線などがある。 
 (4) 接合点周辺の濃度変化の平滑化は、画像が接合されている境界部において不連続な色調を、

断面ごとに接合点両側の一定区間での比例配分によって行う。 
２．本マニュアルにしたがって作成した正射投影画像に、品質の異なる正射投影画像や数値写真

をモザイクする場合には、その範囲と品質が明瞭に区分できるようにしなければならない。 
 
 
（モザイク画像の点検） 
第30条 モザイク画像の点検は、主要地物（道路等）の接合部の位置ずれ、正射投影画像間の色

調の差について行うものとする。 
 
＜第 30 条 運用基準＞ 
１．接合部の位置ずれについては、著しい歪みや段差について点検するものとする。 
２．接合部の色調の差については、著しい相違について点検するものとする。 

 
［解 説］ 
１．高層建築物等により接合が困難な場合は、計画機関と作業機関との間で協議を行う。 
２．位置ずれの歪みや段差は、次表を満たしているか点検する。 

 

地図情報レベル 位置ずれ精度 

500 0.5m 以内 

1000 1.0m 以内 

2500 2.5m 以内 

5000 5.0m 以内 

10000 10.0m 以内 

 
３．色調の差は、主観的な要素が強いため、事前に計画機関と作業機関の間で協議したサンプ

ル等を用いて点検する。 
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第６節 ディジタルオルソデータファイルの作成 
 
（要 旨） 
第31条 ディジタルオルソデータファイルの作成とは、モザイク画像からディジタルオルソデー

タファイルを図郭単位に切り出すとともに、ディジタルオルソデータファイルの位置情報と

して位置情報ファイルを作成し、仕様にしたがって電子記録媒体に記録する作業をいう。 
 
＜第 31 条 運用基準＞ 
１．隣接する図郭においては、同一のモザイク画像から図郭単位へ切り出すものとする。 
２．注記や行政界等のデータを取得した場合には、国土交通省公共測量作業規程第４編第３章

ディジタルマッピングの規定にしたがって格納するものとする。 
 
［解 説］ 

図郭をまたぐ位置において、見映えをよくするために隣接する図郭で使用する正射投影画像

を変更すると、接合に位置のズレが生じやすくなる。これを避けるためには、同一の正射投影

画像を使用したモザイク画像から図郭単位へ切り出す。 
 

 
（ディジタルオルソデータファイル等の格納） 
第32条 ディジタルオルソデータファイルの格納は、国土基本図図郭を基本とした図郭単位と

し、適宜分割することができる。 
２ ディジタルオルソデータファイルの位置情報を付加するためのインデックスファイルとし

て、位置情報ファイルを図郭ごとに作成する。 
 
＜第 32 条 運用基準＞ 
１．ディジタルオルソデータファイルは、原則として TIFF 仕様で格納するものとする。 
２．位置情報ファイルは、原則としてワールドファイル仕様で格納するものとする。 

 
［解 説］ 
１．図郭単位への切り出しにおいては、可能な限り作成範囲全体のモザイク画像を用い、図郭間

での不合が生じないようにしなければならない。 
２．ディジタルオルソデータファイルに画像圧縮を行う場合には、ロスレス圧縮でなければなら

ない。 
３．位置情報ファイルは、原則として米国 ESRI 社が画像に測地情報を与えるために提案したテ

キスト形式のワールドファイル仕様を用いる。ワールドファイル仕様では、画像座標系から地

上座標系へ変換を行う際の、アフィン変換の 6 パラメータを記述する。 
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 アフィン変換は(1)式で表される。 
x’ = ax + by + c 
y’ = dx + ey + f  (1) 

   ここで、 
 x’：地上座標系の x 座標（数学系-東西、単位：ｍ） 
 y’：地上座標系のｙ座標（数学系-南北、単位：ｍ） 
 x：画像座標系のｘ座標（カラム又は列、単位：画素） 
 y：画像座標系のｙ座標（ロウ又は行、単位：画素） 
 a ～ f ：アフィン変数 
これにより原点移動、各軸方向の拡大縮小及び回転を与えることが可能となるが、一般的に

は回転はなく、縮尺は各軸方向ともに等しい値で運用されることが多い。 
位置情報ファイルは、次のように記述される。 

 
0.1   a 
0.0   d 
0.0   b 
-0.1   e 
-28500.00  c 
-33000.00  f 

 
 
 
 
 
 
 
a 及び e は、回転がない場合には x 軸方向、y 軸方向の縮尺を表し、x 軸方向と y 軸方向の縮

尺が等しい場合には絶対値が等しくなる。また、地上座標系と画像座標系の原点が異なるためｙ

軸方向の符号が負(－)となる。この値は画像１画素に対する地上座標系での縮尺、すなわち、画

像１画素の地上座標系における大きさ、地上分解能に相当する。 
a、d、b 及び e は x 軸回り、y 軸周りの回転を表す｡この例では回転はない。 

c 及び f は x 軸方向、y 軸方向の平行移動量を表す。画像の原点 0,0 の位置（画像の左上）を平

行移動させる量、すなわち、画像左上隅の画素中心位置の地上座標系における座標値に相当する。

単位はｍで、数学系である。位置情報ファイルは通常画像ファイルとともに格納される。 
以下に、地図情報レベル 2500 の図郭番号Ⅸ-JE71-3 を地上分解能 0.4m で作成した際の位置情

報ファイルの作成例を示す。なお、ここでの座標値は全て数学系表示である。 
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a = 0.4 ：x 軸方向のピクセルの解像度 40cm、回転なし 
d = 0.0 ：回転なし 
b = 0.0 ：回転なし 
e = -0.4 ：ｙ軸方向のピクセル解像度 40cm、回転なし 
c = 4000.00 ：左上隅のピクセル中心のｘ座標［単位：m］ 
f = 7500.00 ：左上隅のピクセル中心のｙ座標［単位：m］ 

ｘ＝6,000.000 
ｙ＝6,000.000 

ｘ＝6,000.000 
ｙ＝7,500.000 

ｘ＝4,000.000 
ｙ＝7,500.000 

ｘ＝4,000.000 
ｙ＝6,000.000 

Ⅸ-JE71-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
座標の原点は、下図に示す左上画素の中心を原点とする。 
 

x

y

 
 
 

４．ワールドファイルの命名則は、画像ファイルの名称に「W」を付したものである。例えば、

SAMPLE.TIFF の場合は SAMPLE.TIFFW と記述される。しかし、一般的にはファイル名は

8.3（ファイル名称 8 文字と拡張子 3 文字）の命名則に則っており、この場合は画像ファイル

の拡張子の 1 文字目と 3 文字目及び「W」を拡張子とするファイル名とする。SAMPLE.TIF
のワールドファイルは SAMPLE.TFW となる。 
 国土交通省測量成果電子納品要領（案）では 8.3 のファイル命名則を採用しているため、後
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者の記述方法を使用する。 
 
 
（ディジタルオルソデータファイル等の点検） 
第33条 ディジタルオルソデータファイルの点検は、水平位置、色調、局所歪み及び接合につい

て行うものとする。  
 
＜第 33 条 運用基準＞ 
１．点検は、図郭単位で行うものとする。 
２．水平位置の点検は、ディジタルオルソデータファイル上で無作為に抽出された明瞭な地物

とする。 
３．水平位置の点検は、ディジタルステレオ図化機等を使用して計測された水平座標とディジ

タルオルソ上で単画像計測された水平座標を比較することで実施し、精度管理表にまとめる

ものとする。 
４．水平位置の精度は、第 12 条第２項の規定に準ずる。 
５．色調、局所歪み及び接合については、第 12 条第２項の水平位置精度を超える著しい相違や

段差について点検するものとする。 
６．位置情報ファイルは、点検プログラム又はグラフィックディスプレイへの表示等により、

その内容を点検するものとする。 
 

［解 説］ 
１．水平位置の点検は、中山間地域や森林地域等のように水平位置の点検に使用できる明瞭な地

物が十分には存在しない地域については、計画機関と作業機関との間で点検数や場所を協議す

る。 
２．色調及び局所歪みの点検については、主観的な要素が強いため、サンプル等を用いて合否判

定の基準について計画機関と作業機関との間で合意を得ておく。 
３．ディジタルオルソデータファイルは、数値地形モデルの標高点精度を水平位置精度として内

包した、二次元のディジタル画像であり、高さ情報は保持していない。 
 
第７節 成果等の整理 
 
（成 果 等） 
第34条 成果等は、次のとおりとする。 

(1) ディジタルオルソデータファイル 
(2) 位置情報ファイル 
(3) 数値地形モデルファイル 
(4) 精度管理表 
(5) その他の資料 
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＜第 34 条 運用基準＞ 
測量成果等は、原則として、電子データで提出するものとし、測量成果電子納品要領（案）に

基づいて作成するものとする。 
 
［解 説］ 
測量成果の検定を受けた場合には、検定証明書及び検定記録を提出するものとする。 
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第３編 資料 

第１章 標準様式 
１. 精度管理表 

数値地形モデルの作成及びディジタルオルソデータファイルの作成の精度管理は、ディジタ

ルオルソ作成精度管理表のとおりとする。 
 

２. ディジタルマッピングデータファイル仕様（不整三角網(TIN)への拡張） 

数値地形モデルを不整三角網（TIN）で作成した場合には、拡張されたディジタルマッピン

グデータファイル仕様（不整三角網(TIN)への拡張）を用いて格納するものとする。 
 

３. モザイク品質分類図 

品質の異なる正射投影画像や数値写真をモザイクした場合には、その範囲をモザイク品質分

類図に記載するものとする。 
 
４. 施工管理 

施工管理は、施工管理における点検作業要領（案）によるものとする。 
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デ ィ ジ タ ル オ ル ソ 作 成 精 度 管 理 表 
作業名  作業機関  主任技術者  検査者  
地区名  図郭名  作業期間 自     年    月   日  ～  至     年    月   日 
ディジタルオルソデータファイル                   数値地形モデル 

測 定 値 検 測 値 平 面 位 置 測 定 値 検 測 値 
番号 

ｘ ｙ Ｘ Ｙ 残差 番号 
Ｘ Ｙ ｚ Z 残差 

1           1 
2           2 
3           3 
4           4 
5           5 
6           6 
7           7 
8           8 
9           9 
10           10 
11           11 
12           12 
13           13 
14           14 
15           15 
16           16 
17           17 
18           18 
19           19 
20           20 
21           21 

色調 歪み 写真接合 図郭接合 平均値      平均値

最大値      最大値

標準偏差 標準偏差
          

＊点検箇所数は 21 点以上を原則とする。 
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ディジタルマッピングデータファイル仕様（不整三角網(TIN)への拡張） 
 

(1) インデックスレコード (ｃ)

　
面

　
線

　
円

　
円
弧

　
点

　
方
向

　
注
記

　
属
性

　

グ

リ

ッ
ド

I1 I1

10 20 30 40 50

グリッドには、不整三角網が含まれる。

(3) グループヘッダレコード（レイヤヘッダレコード及び要素グループヘッダレコード）

10 20 30 40 50

　
座
標
次
元
区
分

内容記述
　
レ
イ
ヤ

　
項
目

　
レ
イ
ヤ

　
項
目

使用
分類
コード

標準の
分類
コード

使用データタイプ
フラグ

　
方
向
規
定
区
分

I4 I4 9I1 A65

　
レ
コ
ー

ド
タ
イ
プ

地図分類コード
　
要
素
識
別
番
号

　
階
層
レ
ベ
ル

　
レ
イ
ヤ

　
項
目

要素数

方向

分類
コード

　
空
き
領
域

総数 グループ 面 線 円 円弧 点

A2 I4 I6 I4 I5 I5I2 I5 I5 I5 I5 I5 I5

グリッドには、不整三角網が含まれる。

6

6

0 70 80

I1 X

0 70 80

8X I2I5 I5 I4

　
空
き
領
域

　
取
得
年
月 空き領域

　
数
値
化
区
分注記 属性

グ
リ

ッ
ド
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(11) 不整三角網ヘッダレコード

10 20 30 40 50

レコードタイプ・・・・・・・「Ｔ△」に固定
地図分類コード・・・・・・要素グループヘッダレコードを参照
  　　分類コード・・・・・・要素グループヘッダレコードを参照
要素識別番号・・・・・・・要素グループヘッダレコードを参照
階層レベル・・・・・・・・・・当該レコードの階層上の位置（通常は２又は３）
三角形数・・・・・・・・・・・三角形の数
レコード数・・・・・・・・・・当該三角形の実データレコード数
取得年月・・・・・・・・・・・当該グリッドデータを取得した年月、西暦の下２桁及び月で表現

(12) 不整三角網レコード

10 20 30 40 50

座標値・・・・・・・・・・・三角形は３点の座標値とする。
座標値は不整三角網レコードを満たすよう連続して記録する。
座標値及び三角形の記録する順番は規定しない。
図郭にまたがる三角形は図郭で分割して記録する。

※　(12)において直前の不整三角網レコードの三角形数が２以上の場合は、複数レコード連続する。

I6

　
レ
コ
ー

ド
数

　
取
得
年
月

I4I2

　
図
形
区
分

　
三
角
形
数

I2

座　　標　　値　( i, 1)

I７ I７ I７

Ｘ Y

I７ I７

Ｚ

I5

I７ I７

Ｚ ＸＸ Y

I７

A2 I4 I6 I4

　
レ
コ
ー

ド
タ
イ
プ

地図分類コード
　
要
素
識
別
番
号

　
階
層
レ
ベ
ル

分類
コード

　
空
き
領
域

　
レ
イ
ヤ

　
項
目

座　　標　　値　( i, 2) 座　　標　　値　( i, 3)

Y

60 70 80

60 70 80

I７ I７ I７

Ｘ Y ＺＺ

49X

座　　標　　値　( i+1, 1)

I７

空き領域
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モ ザ イ ク 品 質 分 類 図 
作業名又は地区名 計 画 機 関 作 業 機 関 作 業 期 間 主 任 技 術 者 

自 平成  年  月  日 ～ 至 平成  年  月  日     

 
（c） 

（a） 
 

（b） 

（c） 

    

     

  

     

    

 
 
 
  

 
 
 
 

空中写真 数値地形モデル 
地域 

撮影年月 撮影縮尺 地上分解能 グリッド間隔 標高点精度 
公共測量助言番号 備考 

（a）        

（b）        

（c）        
注１． この品質管理表は本マニュアルと異なる品質の正射投影画像や数値写真をモザイクする場合に用いる。 
２． 品質境界線を太線にて表示する。 
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施工管理における点検作業要領（案） 

項  目 要 領 （案） 備   考 

測量の種類 ディジタルオルソ作成  

総点検の量 測量区域の総面積の 2％  

ブロック毎

単位点検の

量 

・ 監督員が指示した点検の量。 

・ 測量区域の面積及び状況に応じて地区あるいは作業者を単

位としたブロックに分け、総点検測量の量が 2％になるよう

に各ブロックの点検測量の量を決める。 

 

点検内容 数値図化及び目視点検により地物、地形の位置、局所歪み、接

合及び色調等の点検を行う。 

 

点検箇所 監督員の指示による。  

点検箇所選

定の方法 

・ 各地物、地形が包含されている地域。 

・ ２モデルに渡る地域又はモザイク間の部分。 

 

点検要領 ・ 水平位置の点検は、数値写真上に明瞭で主要な地物、線状

物体等を数値図化し、ディジタルオルソデータファイル上

で計測された同一箇所の座標値と比較する。 

・ 色調、局所歪み、接合については目視点検を行う。 

・ ディジタルオルソデータファイル（形式、位置情報、地上

分解能）は点検プログラム又は目視点検を行う。 

 

判定基準 ・ ディジタルオルソデータファイルと数値図化データを重ね

て位置のずれが所要制限値以内であるか判定する。 

・ 局所歪みの有無、モザイク接合のずれが所要制限内である

か判定する。 

・ 色調が適正であるかを判定する。 

・ ファイルが作業規程に準拠しているか判定する。 

色調の良否について

は、サンプル等を用い

て監督員と協議する。

整理・提出

（納品）形式 

・ ディジタルオルソデータファイル上に数値図化等のデータ

を重ね合わせた出力図を作成し、点検箇所、番号及びモザ

イク接合位置を赤線で表示する。測量作業名、点検者、図

郭番号、点検期間、撮影縮尺、地上分解能、スキャニング

分解能、グリッド間隔を記載し「施工管理図」としてまと

め提出する。 

・ 位置精度については、点検した地点の位置のずれを一覧表

「位置精度の点検結果」にまとめ提出する。 

・ 局所歪み、接合、色調の不良箇所については、その良否を

判定し、「色調・歪み・接合の点検結果」にまとめる。主な

点検箇所の画像を抽出し、点検付図を作成し提出する。 
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施工管理図 

測量作業名  点検者  

図郭名  点検期間  

撮影縮尺（分母）  地上分解能[m]  

スキャニング 

分解能[μm] 

 グリッド間隔 

[m]  

 

 

1 10 
21 

6

2 
20 

11 
7 

3 13 19 

12 

4 8 
18 

15 
14 

9 
5 

16 17 

モデル接合箇所  

 

 

 37 
 

1：点検箇所及び番号 



水 平 位 置 精 度 の 点 検 結 果 

測量作業名  点検者  

図郭名  点検期間  年 月 日～ 年 月 日 

撮影縮尺（分母）  地上分解能[m]  

スキャニング 

分解能[μm] 
 

グリッド間隔

[m] 
 

 

測定値[m] 点検値[m] 較差[m] 備考 番

号 Ｘ Ｙ Ｘ Ｙ ΔX ΔY ΔXY 計測箇所 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

点数    

平均値    

最大    

注 1）水平位置精度は使用した数値地形モデル上以

外の地物については対象外とする。 

注 2）水平位置の点検に使用できる明瞭な地物が十

分には存在しない地域については、監督員と点

検数及び場所を協議する。 
標準偏差    
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色調・歪み・接合の点検結果 

測量作業名  点検者  

図郭名  点検期間  年 月 日～ 年 月 日 

撮影縮尺（分母）  地上分解能[m]  

スキャニング 

分解能[μm] 
 

グリッド間隔

[m] 
 

 

 点検項目 点検方法 指摘事項 判定 

ファイル形式 
所定の仕様で記録してあるか点検

する。 

 
合 否 

位置情報 
位置情報の入力値の適否を点検す

る。 

 
合 否 

フ

ァ

イ

ル 
地上分解能 

画素数を計測し所定の地上分解能

を満たしているか点検する。 

 
合 否 

色調の統一 

隣接する画像間で色調、濃度及び画

質の相異の有無とその良否を点検

する。 

 

合 否 

階調 

画像の濃度に極端な偏りが無いか、

中間調を基準として、その良否を点

検する。 

 

合 否 

暗影部 

暗影の有無及び濃淡による被写地

形等の細部を不明な範囲とその良

否を点検する。 

 

合 否 

鮮明度 
画像の色ずれ、ボケの有無とその良

否を点検する。 

 
合 否 

色

調

等 

像のむら、汚

れ、キズ 

スキャニング時のネガのキズ、汚

れ、ごみや埃などの有無とその良否

を点検する。 

 

合 否 

歪

み 
局所歪み 

局所的な画像の歪みの有無とその

良否を点検する。 

 
合 否 

モデル（コー

ス）の接合部 

隣接するモデル間、コース間での被

写地形の位置のずれ、画像の重複及

びボケの有無とその良否を点検す

る。 

 

合 否 

接

合 

図郭間接合部 

隣接する図郭間での被写地物の位

置ずれの有無とその良否を点検す

る。 

 

合 否 
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色調点検付図 

 No. No. No. 

画

像 

   

指

摘

事

項 

   

歪み点検付図 

 No. No. No. 

画

像 

   

指

摘

事

項 

   

接合点検付図 

 No. No. No. 

画

像 

   

指

摘

事

項 
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第２章 参考資料 
 
２.１ 実証実験結果 

 本マニュアルの基準を決定するため、次の地区を対象に、ディジタルオルソの作成及び実証実験を

行った。実験地区は、成果品の現状調査で整理した条件を満たす４地区とした。 
 A 地区（平坦地）：撮影縮尺 1/12,500（袖ヶ浦） 
 B 地区（丘陵地）：撮影縮尺 1/10,000（富士川） 
 C 地区（平坦地）：撮影縮尺 1/4,000（渋谷） 
 D 地区（丘陵地）：撮影縮尺 1/5,000（福知山） 

これらの地区に対して、スキャニング分解能を 10μm、20μm、30μm の３種類、数値地形モデ

ル（グリッド間隔）を 5m、10m、25m の３種類とし、これらの組合せによる９種類の実験を行い、

合計で 36 種類の結果を得た。 

 作成したそれぞれのディジタルオルソの検証は、A 地区では 10μm の数値写真から数値図化した

データを真値に、それ以外の地区では、それぞれの業務で作成した地図データを真値と仮定し実施し

た。 
 A 地区：スキャニング分解能 10μm の数値写真からの数値図化データ 
 B 地区：地図情報レベル 2500 のディジタルマッピングデータファイル 
 C 地区：地図情報レベル 500 のディジタルマッピングデータファイル及び実測データ 
 D 地区：地図情報レベル 500 のディジタルマッピングデータファイル 

 各検証実験の結果を整理すると表２のとおりであり、該当地図縮尺での図上距離の標準偏差に換算

すると 0.04mm から 0.23mm であった。これらに、検証用成果が標準偏差で国土交通省公共測量作

業規程第 71 条（地形図等の精度）の最大値を保持していると仮定して 0.5mm あるいは 0.7mm を加

えても、同第 218 条（写真図の規格）における水平位置の精度である図上 1.0mm 以内（標準偏差）

は満たされた。 
 しかしながら、精度検証の結果、Ｂ地区、Ｃ地区においては、標準偏差が大きくなっている。これ

は、ディジタルオルソと検証データをそれぞれ標定する際に、ディジタルオルソでは空中三角測量で

得られた外部標定要素を用い、検証データではポジフィルムに点刻されたパスポイントを用いたため、

標定要素の違いによる較差が生じたものである。 
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表 1 実証実験 精度検証総括表 

実験分類
スキャニング
分解能[μm]

グリッド
間隔[m]

検証点数
平均値
[mm]

最大較差
[mm]

標準偏差
[mm]

5 25 0.05 0.11 0.02
10 25 0.04 0.10 0.02
25 25 0.06 0.22 0.05
5 25 0.05 0.12 0.02
10 25 0.05 0.13 0.03
25 25 0.07 0.21 0.05
5 25 0.06 0.11 0.03
10 25 0.07 0.13 0.03
25 25 0.09 0.20 0.05
5 23 0.48 0.68 0.13
10 23 0.48 0.69 0.11
25 23 0.48 0.69 0.13
5 23 0.48 0.68 0.11
10 23 0.48 0.64 0.10
25 23 0.47 0.72 0.12
5 23 0.43 0.60 0.11
10 23 0.43 0.70 0.12
25 23 0.46 0.71 0.13
5 22 0.51 0.79 0.19
10 22 0.52 0.94 0.21
25 22 0.55 1.00 0.23
5 22 0.60 0.92 0.21
10 22 0.61 0.91 0.21
25 22 0.59 0.92 0.21
5 22 0.59 1.00 0.21
10 22 0.54 0.93 0.23
25 22 0.55 0.95 0.23
5 20 0.07 0.17 0.04
10 20 0.07 0.17 0.04
25 20 0.07 0.16 0.04
5 20 0.08 0.18 0.04
10 20 0.08 0.17 0.05
25 20 0.08 0.16 0.04
5 20 0.08 0.18 0.04
10 20 0.08 0.17 0.04
25 20 0.08 0.17 0.05

30

20

30

10

20

20

30
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平坦地（A地区）

1/10,000
丘陵地（B地区）
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10

20

30
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２.２ 空中写真用スキャナの定期点検証明書の事例 

 
１） ZI Imaging 社製 PhotoScan 
 
Geometric Calibration Report for PhotoScan ser. No. xxxxxx 
 
Intersections read from: C:¥Program Files¥PhotoScan TD¥CalibFiles¥25NominalPoints.dat 

Title: # Calibration plate: Using all 25 nominal points 

 

              Calibrated        Observed          Residuals 

Status  #    X (mm)   Y (mm)   X (mm)   Y (mm)   X (um)    Y (um) 

SM     1    0.000    0.000     0.761     1.511    1.527     -0.930   

SM     2   50.000    0.000    50.764     1.177    1.813      0.851   

SM     3  100.000    0.000   100.771     0.844   -1.167      1.694   

SM     4  150.000    0.000   150.775     0.512   -1.374      2.045   

SM     5  200.000    0.000   200.778     0.183   -1.362      -0.557   

SM     6    0.000   50.000     1.159    51.509    0.408     -1.526   

SM     7   50.000   50.000    51.163    51.177   -0.182     -1.066   

SM     8  100.000   50.000   101.166    50.844   -0.279     -0.005   

SM     9  150.000   50.000   151.170    50.512   -0.377      0.401   

SM    10  200.000   50.000   201.173    50.183   -0.857     -1.639   

SM    11    0.000  100.000     1.555   101.506    0.968      0.165   

SM    12   50.000  100.000    51.558   101.173    0.706     0.899   

SM    13  100.000  100.000   101.562   100.841    0.444     1.304   

SM    14  150.000  100.000   151.565   100.512    0.019    -0.806   

SM    15  200.000  100.000   201.569   100.180    0.194    -1.275   

SM    16    0.000  150.000     1.954    151.506   -1.753    -1.816   

SM *   17   50.000  150.000    51.957   151.170   -2.125     1.871   

SM    18  100.000  150.000   101.961   150.841   -1.722     -0.340   

SM    19  150.000  150.000   151.961   150.508    0.797     0.557   

SM    20  200.000  150.000   201.964   150.176    0.754     0.853   

SM    21    0.000  200.000     2.349   201.502    -1.085     0.048   

SM    22   50.000  200.000    52.353   201.170    -1.401     0.399   

SM    23  100.000  200.000   102.353   200.841    1.556     -1.711   

SM    24  150.000  200.000   152.356   200.505    1.575      1.694   

SM    25  200.000  200.000   202.360   200.176    1.423     -1.009   
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  1.2244335709 = Standard Deviation (sigma) 

  1.1198752752 = Root Mean Square X 

  1.1324583540 = Root Mean Square Y 

  0.9999132339 = Scale X 

  1.0000055996 = Scale Y 

 -0.0738295933 = Non-orthogonality (degrees) 

 

x =   1.0000861650 * X  +   -0.0016963593 * Y  +  X Offset (microns) 

y =   0.0029846409 * X  +    0.9999899463 * Y  +  Y Offset (microns) 
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２） Leica 社製 DSW500 
 
写真測量機器  DSW５００  No. ｘｘｘ 
 
 当該機器の傾きと長さの調整後検定の結果、下のとおり許容値以内である事を証明致します。 
 

検定項目 許容値（μｍ） 検査結果（μｍ） 
2.0 X 軸 0.9 Full Verify 時の座標誤差の

RMS 2.0 Y 軸 0.6 
 
測定値は Fig.1 のとおりです。 

 
Fig.1  Stage Calibration の結果 
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